
※施設所在市町村以外の方が利用する場合、料金が異なる場合があります。各施設にご確認ください。 

------------------＜このような時にも利用されています＞------------------------------------------------

--- 

 

------------------------------------- 

 

 

 

令和５年４月１日から神奈川県央 5市 1町１村（厚木市、大和市、海老名市、座間

市、綾瀬市、愛川町、清川村）で病児保育施設の相互利用ができるようになりました。 

病児保育とは？ 

お子さまが当面症状の急変は認められないが、病気中または病気等によって集団生活が難しく、 

保護者が仕事を休めないなどご自宅で保育ができない場合に、お子さまをお預かりして保育する事

業です。 

 

 

 

 

                                                            

利用対象施設 
5 市 1 町１村（厚木市、大和市、海老名市、座間 

市、綾瀬市、愛川町、清川村）にある病児保育施設 

のうち、下記の施設については、施設のある自治体に 

お住まいの方と同様に利用出来るようになりました。 

  対象となる疾患、対象年齢、事前登録の方法等の 

利用方法は施設により異なります。 

また、どの施設も事前に医療機関の受診が必要です。 

利用を希望する施設に直接お問い合わせください。 

 

 
 

 

 

 

 

一部、利用できない疾患やケースがあります。 

 
風邪にかかって、子ども本人はもう元気そう。でも

まだ登園できない期間中。 
 

子どもが胃腸炎と言われて集団生活は難しそう。病院では安静に

していれば大丈夫って言われたけど… 

2024.10.01 

 

※大和市 十六山病児保育室 Bambini は、令和６年９月３０日を以って閉所いたしました。 

病児保育事業に関するお問い合わせ（清川村） 

清川村子育て健康福祉課  

〒243-0195 清川村煤ヶ谷２２１６番地 保健福祉センター やまびこ館 

電話：046－288-3861 

 

 


